
 
 

 
 

様式第１号（用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。） 
 

課徴金の減免に係る報告書 
令和○○年○○月○○日 

公正取引委員会 宛 
 

氏名又は名称：公取株式会社 
住所又は所在地：○○県○○市○○○○ 
法人番号：○○○○○○○○○○○○○（13桁） 
代表者の役職名及び氏名：代表取締役社長 

公取 一郎      
 

連絡先部署名：公取株式会社法務部 
住所又は所在地（郵便番号）：同上（〒×××－××××） 
担当者の役職名及び氏名：法務部長 

公取 次郎 
電話番号：○○－○○○○－○○○○ 
電子メールアドレス：xxx@xxx.co.jp 

 
（申請者が代理人である場合） 
連絡先部署名：○○法律事務所 

住所又は所在地（郵便番号）：○○県○○市○○○○ 
（〒×××－××××） 

担当者の役職名及び氏名：弁護士 減免 春子 
弁護士 減免 夏子 

電話番号：○○－○○○○－○○○○ 
電子メールアドレス：xxx@xxx.co.jp  

 
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第７条の４第１項第１号又は第２項第

１号から第４号まで（これらの規定を同法第８条の３において読み替えて準用する場合を

含む。）に規定する事実の報告を下記のとおり行います。 
なお，正当な理由なく，下記の報告を行った事実を第三者に明らかにはいたしません。 

記 
○ 報告する違反行為の概要 

１ 当該行為の対象となった

商品又は役務 

・○○向け（供給先名）に販売するＸ製品 
・○○（地域名）において販売するＹ製品 
・○○（発注者名）が発注する○○工事    など 

［重要］記載上の注意事項に従って、記載例を参考に記載してください。 
記載例  

法人番号（13 桁の数字）

は国税庁法人番号公表サ

イトから検索可能です。 
https://www.houjin-
bangou.nta.go.jp/ 
 
なお、会社法人等番号

（12 桁の数字）とは異な

ります。 



 
 

 
 

２ 当該行為の態様 

(1)  
価格カルテル、受注調整、入札談合 など 

(2) 

【価格カルテルの例】 

・報告者、Ａ社及びＢ社（共同違反行為者名）は、共

同して、○○向け（供給先名）に販売するＸ製品につ

いて、現行販売価格より○パーセント引き上げること

を合意した。 

・報告者、Ａ社及びＢ社（共同違反行為者名）は、共

同して、○○（地域名）において販売するＹ製品につ

いて、現行販売価格より○パーセント引き上げること

を合意した。 

 

【入札談合の例】 

報告者、Ａ社及びＢ社（共同違反行為者名）は、○○

（発注者名）が発注する○○工事について、共同し

て、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるよ

うにしていた。 

３ 開始時期（終了時期）  ○年○月（～○年○月まで） 

 
 
 
 
 
 

様式第１号提出時点で最も近いと考えられる行為類型を記載してください。行為

類型を一つに特定できない場合は、複数の行為類型を記載しても構いませんが、

「○○の可能性」といった抽象的な記載はしないでください。 

終了時期の記載について、違反行為が様式第１号の提出時点において継続してい

る場合は、「（～継続中）」と記載してください。 

【提出に当たっての注意点】 

・ 報告書はカラーのＰＤＦファイルで提出してください。 

・ 報告書を提出する際の電子メールの件名については、記載上のルールはありませ

ん。例えば、「様式１号の提出」などの件名で構いません。 

・ 共同申請を行う場合は、各報告者の連名で１通の報告書を作成して提出してくだ

さい。 

・ 同時に複数の報告書を提出する場合は、送信する電子メールの容量が１０ＭＢを

超えなければ、１通のメールにまとめて送信しても構いません。ただし、その場合

は、１件の報告書ごとにフォルダを作成した上で圧縮して提出するなど、複数の報

告書を提出していることが分かるようにしてください。また、申請者が代理人であ

る場合、報告者の委任状が必要となりますが、１件の報告書につき、１通の委任状

を添付してください。 

・ 入札談合の場合、共同違反行為者との間で複数の物件について受注調整を行って

いたとしても、その入札物件（例えば、「○月○日入札の××工事」）ごとに報告

書を作成するのではなく、共同違反行為者間で受注調整を行うものと認識している

物件群（例えば、「○○県が発注する××工事」）について報告書を作成して提出

してください。 



 
 

 
 

記載上の注意事項（下記の各項目は，様式の各項目に対応する。） 

 

○ 報告する違反行為の概要 

１ 当該行為の対象となった商品又は役務 

当該行為の対象となった商品又は役務について，その範囲が分かるように具体的に記載す

ること。 

２ 当該行為の態様 

(1) 当該行為の態様（価格カルテル，入札談合，市場分割協定等）を２(1)の欄に記載するこ

と。 

(2) 例えば 

ア 当該行為が価格引上げカルテルである場合は，カルテル参加者，対象地域，価格の引

上げ時期，引上げ幅 

イ 当該行為が入札談合である場合は，入札談合参加者，対象となる物件の発注者 

等が分かるように，２(2)の欄に具体的に記載すること。 

なお，当該行為に事業者団体が関与している場合には，当該団体の名称及び関与の内容

について，２(2)の欄に具体的に記載すること。 

３ 開始時期（終了時期） 

(1) 当該行為に係る取決めをした時期を記載すること。当該行為を開始した時期が明確でな

い場合は，当該行為を行っていたことが確実な時期であって，最も古い時期を記載し，

「遅くとも」と付記すること。 

(2) 報告者が当該行為を既にしていない場合は，終了時期を（ ）内に記載すること。 

(3) 本報告書を連名（各報告者の氏名等を列記する方法をいう。以下同じ。）で作成した場

合で，報告者ごとに開始時期又は終了時期が異なる場合には，報告者ごとに開始時期又は

終了時期を記載すること。 

 

備考 

１ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第７条の４第４項（同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）又は私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律施行令第１１条第３項の規定により共同して，違反行為に係る事実の報告及び

資料の提出を行おうとする場合は 

(1) 各報告者の連名で本報告書を作成すること。また，本則第１０条又は第２０条第２項に

規定する連絡先となる一の事業者又は子会社等については，その旨も付記すること。 

(2) 連絡先部署名は，本則第１０条又は第２０条第２項に規定する連絡先となる一の事業者

又は子会社等のものを記載すること。 

(3) 共同して事実の報告及び資料の提出を行う理由となる各報告者間の具体的関係（私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第７条の４第４項，又は同法第７条の８第４項

及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第１１条第３項の規定に該当



 
 

 
 

する具体的事実）を記載した書面を添付すること。 

２ 代理人により報告書を作成する場合は，報告者の氏名又は名称，住所又は所在地，法人番

号及び代表者の役職名及び氏名並びに代理人による報告である旨及び代理人の氏名を記載す

ること。この場合においては，併せて委任状を添付すること。 

３ 記載事項について書ききれない場合は，適宜別紙に記載すること。 

４ 本報告書を電子メールで送信する際は，誤送信することのないようにすること。 

５ 本報告書の提出に当たっては，代表者若しくは代理人の押印又は本報告書が真正なもので

あることを証明するための書類を添付すること。 

 

 

 

 

 

相 談 窓 口 ： 公 正 取 引 委 員 会 事 務 総 局  

審 査 局 課 徴 金 減 免 管 理 官  

0 3 - 3 5 8 1 - 2 1 0 0（ 直 通 ）  

    開 庁 時 間 9 : 3 0～ 1 8 : 1 5  


